
船舶事故調査報告書 

令和４年７月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突（岸壁） 

発生日時 令和４年１月３０日 １６時３８分ごろ 

発生場所 茨城県鹿島港の企業専用岸壁 

 鹿島港導灯（前灯）から真方位２１６°２.０海里付近 

 （概位 北緯３５°５３.８′ 東経１４０°４０.９′） 

事故の概要  液化ガスばら積船菱
りょう

翠
すい

は、離岸作業中、発電機が停止し、ブラッ

クアウト（電源喪失）が発生して操縦不能となり、岸壁に衝突した。 

事故調査の経過 令和４年２月２２日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

液化ガスばら積船 菱翠、７４８トン 

 １４３０１１、恭海海運株式会社（船舶所有者）、石峰海運株式会

社（船舶借入人） 

 乗組員等に関する情報 船長、三級（航海） 

機関士、四級（機関） 

 負傷者 なし 

 損傷 本船 バウスラスタ右舷側の凹損及び剝離 

岸壁 擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北東、風速 約１.１m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の中央期 

 事故の経過  本船は、船長ほか５人が乗り組み、鹿島港南水路の企業専用岸壁で

荷揚げを終え、右舷着けの状態から離岸を開始し、着岸時に投じてい

た左舷錨の揚収を終え、水路の対岸の方に向いた船首を水路中央に向

けようと微速力前進とし、船長が右舵約７０°をとった状態から徐々

に舵を中央へ戻しながら右転していた。 

機関室にいた機関士は、離岸作業中にもかかわらず、船橋の機関長

から船内通話でバウスラスタ終了の連絡を受け、並列運転中の発電機

のうち１号発電機の自動解列開始を押し、自動で同期が開放され、２

号発電機の単独運転とした。 

本船は、機関士が、１号発電機を停止しようとしたところ、誤って

２号発電機を停止し、ブラックアウトが発生した。 

本船は、主機警報盤が警報を発し、機関長が機関室に移動して主機

を緊急停止し、操舵装置が停止して右舵が約３０°とられた状態で操

縦不能になり、右舷方の岸壁に向かい始めた。 

機関士は、機関室が真っ暗になり、停止する発電機を間違えたこと

に気付いたが、パニック状態になって何もすることができなかった。 

本船は、船長が船首配置の乗組員に投錨するよう指示し、前進行き



あしで徐々に右転しながら同岸壁に接近する状況で左舷錨を投下して

ウィンドラスのブレーキを効かせたが、バルバスバウが岸壁に衝突し

た。 

本船は、岸壁から離れ、船長が船舶所有会社に連絡するとともに海

上保安庁に本事故の発生を通報し、機関長が発電機を再始動して電力

を確保した後、付近の岸壁に着岸した。 

機関士は、自動で１号発電機の同期を開放した後、２号発電機を停

止したことについて、自らも理由が分からなかった。 

本船の発電機は、使用時間を調整しながら主発電機を決めており、

１月２０日～２９日１４時２０分まで１号発電機を主とし、それ以降

は２号発電機を主として使用していた。 

本船の発電機は、単独運転中の１機が停止した場合、もう一方の発

電機が自動起動するように設計されていたが、１号発電機が無負荷運

転中に２号発電機を人為的に停止したので、１号発電機が自動起動し

なかった。 

船長及び機関長は、本船に乗船したときから、バウスラスタの電力

を確保する目的で発電機を並列運転とし、バウスラスタの終了に合わ

せて並列運転を解くこととしていた。 

分析 本船は、離岸作業中、並列運転中の発電機のうち１号発電機が自動

で同期が開放され、２号発電機が単独運転となった際、機関士が２号

発電機を停止してブラックアウトが発生したことから、右舵をとった

状態のまま操舵装置が停止して操縦不能となり、前進行きあしが残っ

た状態で岸壁に衝突したものと考えられる。 

原因 

 

 本事故は、離岸作業中、並列運転中の発電機のうち１号発電機が自

動で同期が開放され、２号発電機が単独運転となった際、機関士が２

号発電機を停止してブラックアウトが発生したため、操舵装置が停止

して操縦不能となり、右舵をとったまま前進行きあしが残った状態で

岸壁に衝突したものと考えられる。 

再発防止策  船舶所有会社は、本事故後、港内では発電機の並列運転の解除を行

わないこと、発電機制御盤に並列運転時の注意喚起及び運転中の発電

機の表示を掲示すること、ブラックアウトに対応できる訓練を行うこ

と、船内運航手順書に発電機並列運転の取扱を追記すること等を乗組

員に周知徹底した。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・発電機の切換え等、出港に伴う終了作業は、ブラックアウトして

も安全な広い海域で、余裕のある時機に実施すること。 

 ・当直機関士は、並列運転していた発電機を解除して停止する場

合、停止する発電機を確認してから停止の操作を実施すること。 

 


